
建築基準法第3条第1項第3号に基づく適⽤除外条例について

建築基準法第3条について
➣国宝や重要⽂化財等は、我が国における貴重な⽂化的遺産であり、法的に現状変更の規制及び保存のた
めの措置が義務付けられることから、建築基準法を適⽤除外にしている。
➣有形登録⽂化財その他の歴史的建築物については、地⽅公共団体が条例を制定し、条例に基づき現状変
更の規制及び保存のための措置を講じた建築物については、建築審査会の同意を得て建築基準法を適⽤除
外できる。

国宝、重要⽂化財等

指定⽂化財
歴史的建築物

条例により、現状変更の規
制及び保存のための措置を
講じたもの

⾃動的に建築基準法を適⽤除外
（法第3条第1項第1号・第2号）

安全性の確保等について、保存管理計画を作
成し、建築審査会の同意を得ることで、建築
基準法の適⽤除外が可能
（法第3条第1項第３号）

ハード整備
仕様規定

ソフト対応
代替措置

建築基準法

安全性の確保について
➣地震に対する安全性（構造）
➣⽕災に対する安全性（防⽕）
➣敷地周辺の環境保全（集団規定）

条例

適合させることが困難でない基
準や安全性の確保のために重要
な基準

適合させることが困難な基準

既存不適格部分のうち、安全性
への懸念が⼩さい基準

現⾏基準への適合を求める

当該建築物の歴史的意匠、形態
等を残しながら、安全性を確保
するための措置を求める
代替措置を求めるほどでない場
合は、既存不適格を継続させる
ことも考えられる

●代替措置の考え⽅

●保存のための安全性の確保の考え⽅

●代替措置の事例
防⽕・避難規定に関連する代替措置の例

ハード対策 消⽕器やスプリンクラーなどの消防⽤設備等の設置
⾮常⽤の照明装置の設置や⼆⽅向避難の確保 など

ソフト対策 ⽕気使⽤箇所の限定
警備員等を配置した避難誘導
⽴ち⼊り制限 など

参考資料


